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一
　
規
則
制
定
権
の
趣
旨

　
日
本
国
憲
法
七
七
条
一
項
は
、
「
最
高
裁
判
所
は
、
訴
訟
に
関
す
る
手
続
、
弁
護
士
、
裁
判
所
の
内
部
規
律
及
び
司
法
事
務
処
理
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
規
則
を
定
め
る
権
限
を
有
す
る
」
と
規
定
し
、
最
高
裁
判
所
に
規
則
制
定
権
と
い
う
独
立
し
た
立
法
権
を

与
え
た
。
こ
の
規
則
制
定
権
は
「
国
会
は
…
…
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
」
（
憲
法
四
一
条
）
で
あ
る
と
す
る
原
則
の
例
外
で
あ
る
が
、
そ

れ
を
採
用
し
た
理
由
と
し
て
次
の
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
権
力
分
立
の
見
地
か
ら
、
裁
判
所
の
独

1
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立
性
・
自
主
性
を
確
保
し
、
司
法
権
の
独
立
の
保
障
を
強
化
す
る
た
め
で
あ
る
。
第
二
に
、
技
術
的
見
地
か
ら
、
裁
判
の
実
際
に
通

じ
て
い
る
最
高
裁
判
所
に
規
則
の
制
定
を
任
せ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
の
配
慮
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
理
由
づ
け
の
い
ず
れ
か
を

重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
、
七
七
条
の
解
釈
に
も
若
干
の
違
い
を
も
た
ら
す
が
、
本
条
所
定
の
事
項
は
そ
の
手
続
的
、
技
術
的
、
細
目

的
な
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
規
則
制
定
権
を
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
委
ね
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

（
2
）
。

“
ノ

（
1
）

（
2
）

　
旧
憲
法
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
の
規
則
制
定
権
に
関
す
る
規
定
は
な
か
っ
た
。
旧
憲
法
下
の
裁
判
所
構
成
法
一
二
五
条
一
項
で
は
、
「
裁

判
所
ノ
…
…
標
準
ト
為
ス
ヘ
キ
規
則
ハ
司
法
大
臣
之
ヲ
定
ム
」
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
法
一
一
条
二
一
二
条
・
三
六
条
で
は
、
裁
判

事
務
の
分
配
と
い
っ
た
裁
判
所
の
内
部
事
項
に
つ
い
て
も
「
司
法
大
臣
ノ
定
メ
タ
ル
通
則
」
に
し
た
が
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
た

だ
、
大
審
院
に
つ
い
て
は
「
自
ラ
其
ノ
事
務
章
程
ヲ
定
ム
」
と
あ
り
、
そ
の
点
、
自
主
性
は
あ
る
程
度
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
も
、
同
法
一
二
五
条
三
項
で
実
施
の
前
に
司
法
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
旧
憲
法
下
に
お

い
て
は
、
裁
判
所
に
対
し
て
司
法
大
臣
の
介
入
が
大
幅
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。

　
佐
藤
　
功
「
憲
法
」
（
下
）
〔
新
版
〕
、
一
九
八
八
年
、
九
八
四
頁
。
橋
本
公
亘
「
日
本
国
憲
法
」
、
一
九
八
○
年
、
六
三
四
頁
。
法
学
協

会
編
「
註
解
日
本
国
憲
法
」
下
巻
、
一
九
七
〇
年
、
一
一
四
四
頁
。
第
一
の
理
由
を
強
調
す
る
立
場
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
鵜
飼
信
成
「
新

版
憲
法
」
、
一
九
八
六
年
、
二
一
四
頁
。

2

二
　
規
則
制
定
権
の
主
体
と
制
定
手
続

　
規
則
制
定
権
を
有
す
る
の
は
最
高
裁
判
所
で
あ
る
（
憲
法
七
七
条
一
項
）
が
、
「
最
高
裁
判
所
は
、
下
級
裁
判
所
に
関
す
る
規
則
を
定

め
る
権
限
を
、
下
級
裁
判
所
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
三
項
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
下
級
裁
判
所
も
、
委

任
の
範
囲
内
で
規
則
制
定
権
を
有
す
る
。
こ
の
委
任
を
認
め
た
趣
旨
は
、
下
級
裁
判
所
に
関
係
す
る
事
項
を
対
象
と
す
る
規
則
を
下



東洋法学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

級
裁
判
所
に
定
め
さ
せ
た
ほ
う
が
実
際
に
適
す
る
結
果
が
え
ら
れ
る
と
み
な
し
た
か
ら
と
い
え
る
。
こ
こ
で
、
下
級
裁
判
所
と
は
個
々

の
下
級
裁
判
所
だ
け
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
高
等
裁
判
所
は
、
委
任
の
範
囲
内
で
そ
の
管
下
に
あ
る
下
級
裁
判
所
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
規
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
規
則
制
定
権
の
委
任
が
認
め
ら
れ
る
結
果
、
「
裁
判
所
の
規
則
」
と
は
、
最
高

裁
判
所
が
七
七
条
一
項
に
よ
り
み
ず
か
ら
制
定
す
る
規
則
お
よ
び
最
高
裁
判
所
の
委
任
に
基
づ
き
下
級
裁
判
所
が
制
定
す
る
規
則
を

総
称
す
る
（
最
判
昭
和
二
六
・
二
・
二
一
二
刑
集
五
巻
三
号
四
五
〇
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
最
高
裁
判
所
規
則
の
制
定
は
、
実
質
的
に
は
立
法
作
用
で
あ
り
、
裁
判
所
法
一
二
条
に
い
う
「
司
法
行
政
事
務
」
に
含
ま
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
規
則
の
制
定
も
、
こ
の
規
定
に
よ
り
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
会
議
で
な
さ
れ
、
ま
た
、
最
高
裁
判
所
の
委
任
を
受
け

た
下
級
裁
判
所
規
則
の
制
定
も
、
そ
の
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
会
議
で
な
さ
れ
る
（
裁
判
所
法
二
〇
条
・
二
九
条
・
一
一
二
条
の
五
）
。
た

だ
、
簡
易
裁
判
所
に
は
裁
判
官
会
議
の
制
度
は
な
い
か
ら
、
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る
裁
判
官
が
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

（
同
法
第
三
七
条
）
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
簡
易
裁
判
所
に
規
則
制
定
権
が
委
任
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
る
必
要
は
な
い
と
い
え
る
。

　
最
高
裁
判
所
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
規
則
（
昭
和
二
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
八
号
）
に
よ
り
、
最
高
裁
判
所
の
諮
問

に
応
じ
て
規
則
制
定
に
関
す
る
必
要
な
事
項
を
調
査
・
審
議
し
、
か
つ
そ
の
事
項
に
つ
き
建
議
す
る
（
同
規
則
一
条
）
。
こ
の
諮
問
委

員
会
に
は
、
民
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
、
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
、
家
庭
規
則
制
定
諮
間
委
員
会
お
よ
び
一
般
規
則
制
定
諮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

問
委
員
会
の
四
種
が
あ
る
（
同
規
則
二
条
一
項
）
。
し
か
し
、
最
高
裁
判
所
は
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
ら
四
種
以
外
に
特

別
の
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
規
則
二
条
二
項
）
。

　
な
お
、
憲
法
は
最
高
裁
判
所
規
則
の
公
布
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
な
い
が
、
裁
判
所
公
文
方
式
規
則
（
昭
和
二
二
年
最
高
裁
判
所
規

3
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則
一
号
）
で
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
公
布
の
方
式
と
施
行
期
日
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
規
則
は
、
官
報
で
公
布
し
（
同
規
則
二

条
）
、
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
〇
日
を
経
て
施
行
さ
れ
る
（
同
規
則
三
条
）
。

4321
（
5
）

　
清
宮
四
郎
「
憲
法
1
」
〔
第
三
版
〕
、
一
九
七
九
年
、
四
三
五
頁
。

　
佐
藤
　
功
「
憲
法
」
（
下
）
〔
新
版
〕
、
九
九
二
頁
。

　
「
司
法
行
政
事
務
」
と
は
、
裁
判
以
外
の
事
務
で
最
高
裁
判
所
の
権
限
と
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

　
法
学
協
会
編
「
註
解
日
本
国
憲
法
」
下
巻
、
一
一
五
一
頁
。
浦
部
法
穂
「
第
七
七
条
」
、
樋
口
陽
一
・
佐
藤
幸
治
・
中
村
睦
男
・
浦
部

法
穂
共
著
、
注
釈
日
本
国
憲
法
下
巻
、
一
九
八
八
年
、
一
一
五
四
頁
。

　
兼
子
　
一
・
竹
下
守
夫
「
裁
判
法
」
〔
第
三
版
〕
、
一
九
九
四
年
、
二
一
三
頁
は
、
こ
れ
ら
の
諮
問
委
員
会
が
ど
の
よ
う
な
諮
問
に
応
ず

る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
は
、
訴
訟
に
関
す
る
手
続
中
民
事
に
関
す
る
規
則
に
つ
い
て
、

刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
は
、
同
じ
よ
う
に
刑
事
に
関
す
る
規
則
に
つ
い
て
、
家
庭
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
は
、
同
じ
よ
う
に
家
庭
審

判
、
家
事
調
停
お
よ
び
少
年
審
判
に
関
す
る
規
則
に
つ
い
て
、
一
般
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
は
、
弁
護
士
、
裁
判
所
の
内
部
規
律
お
よ
び

司
法
事
務
処
理
に
関
す
る
規
則
に
つ
い
て
諮
問
に
応
ず
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諮
問
委
員
会
の
委
員
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
、

弁
護
士
、
関
係
機
関
の
職
貝
、
学
識
経
験
者
の
中
か
ら
最
高
裁
判
所
が
こ
れ
を
任
命
す
る
。

4

三
　
規
則
制
定
権
の
範
囲

　
規
則
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
「
訴
訟
に
関
す
る
手
続
、
弁
護
士
、
裁
判
所
の
内
部
規
律
及
び
司
法
事
務
処
理
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

事
項
」
の
四
つ
に
限
ら
れ
、
こ
れ
ら
以
外
の
事
項
に
は
お
よ
ば
な
い
と
解
さ
れ
る
。
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①
「
訴
訟
に
関
す
る
手
続
」
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
が
、
民
事
訴
訟
、
刑
事
訴
訟
、
行
政
訴
訟
の
訴
訟
手
続
に
関
す
る
す
べ
て
を

含
む
。
さ
ら
に
、
厳
格
な
意
味
の
訴
訟
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
非
訟
事
件
手
続
、
家
事
審
判
・
調
停
手

続
、
民
事
調
停
手
続
、
少
年
保
護
処
分
手
続
も
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
家
事
審
判
法
八
条
、
民
事
調
停
法
二
三
条
、

少
年
法
三
六
条
は
そ
れ
ぞ
れ
審
判
・
調
停
、
民
事
調
停
、
少
年
保
護
事
件
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
る
が
、
そ
れ
は
単
に
注
意
的
な
規
定
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
「
訴
訟
に
関
す
る
手
続
」
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
広
く
解
す
る
と
裁
判
所
の
組
織
や
構
成
お
よ
び
管
轄
の
問
題
な
ど

も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
憲
法
は
、
そ
の
七
六
条
一
項
で
下
級
裁
判
所
の
設
置
は
法
律
で
定
め
る
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
憲
法

七
九
条
で
は
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
定
員
、
国
民
審
査
、
定
年
、
さ
ら
に
、
憲
法
八
○
条
一
項
で
は
下
級
裁
判
所
裁
判
官
の
定
年

に
つ
い
て
も
、
法
律
で
定
め
る
も
の
と
し
て
い
る
。
裁
判
所
の
組
織
や
構
成
と
い
っ
た
よ
う
な
国
家
の
基
本
構
造
に
か
か
わ
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
に
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
法
が
定
め
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
訴
訟
に
関
す
る
手
続
は
、
法
律
事
項
以
外
の
民
事
お
よ
び
刑
事
手
続
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
。
た
だ
し
、
刑
事
手
続
に
つ
い
て

は
、
憲
法
三
一
条
と
の
関
係
で
手
続
の
基
本
的
構
造
や
国
民
の
基
本
的
人
権
に
直
接
関
係
の
あ
る
事
項
は
法
律
で
定
め
る
必
要
が
あ

　
　
　
　
　
（
3
）

る
と
解
さ
れ
る
。
実
際
に
も
、
刑
事
訴
訟
法
が
そ
の
よ
う
な
事
項
を
規
定
し
て
お
り
、
ま
た
、
民
事
お
よ
び
行
政
の
訴
訟
手
続
の
基

本
的
事
項
に
つ
い
て
も
民
事
訴
訟
法
と
行
政
事
件
訴
訟
法
が
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
刑
事
訴
訟
規
則
と
民

事
訴
訟
規
則
が
、
そ
れ
ら
の
規
定
を
補
完
す
る
か
た
ち
で
存
在
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
刑
事
手
続
に
つ
い
て
、
起
訴
前
の
捜
査
手
続
や
判
決
確
定
後
の
刑
の
執
行
な
ど
が
、
訴
訟
に
関
す
る
手
続
に
含
ま
れ

5
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る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
学
説
の
対
立
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
第
一
説
に
よ
る
と
、
起
訴
前
の
捜
査
手
続
は
裁
判
所
の
権
限
に
は
属
し
な
い
が
、
本
条
に
い
う
訴
訟
に
関
す
る
手
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

事
項
に
含
ま
れ
る
。
そ
れ
は
、
裁
判
所
が
行
使
す
る
司
法
権
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
一
方
、
第
二
説
に
よ
る
と
、
起
訴
前
の
捜
査
手
続
や
判
決
確
定
後
の
刑
の
執
行
は
、
裁
判
所
の
権
限
に
属
さ
な
い
の
で
規
則
制
定

権
の
範
囲
外
に
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
裁
判
所
が
手
続
に
関
係
す
る
限
度
で
、
例
え

ば
、
起
訴
前
に
お
け
る
令
状
の
請
求
・
発
布
・
執
行
刑
の
執
行
に
対
す
る
異
議
の
申
立
て
な
ど
は
、
当
然
に
規
則
制
定
権
の
対
象
に

　
（
5
）

な
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
浦
部
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
法
律
と
最
高
裁
判
所
規
則
と
の
効
力
を
ど
う
み
る
か
に
関
連
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

規
則
優
位
説
を
と
れ
ば
重
要
な
意
味
を
も
つ
が
、
法
律
優
位
説
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
さ
ほ
ど
重
要
な
意
味
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
②
「
弁
護
士
」
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
弁
護
士
と
は
憲
法
三
七
条
三
項
に
定
め
る
「
資
格
を
有
す
る
弁
護
人
」
と
同

じ
で
あ
っ
て
、
弁
護
士
法
に
い
う
正
規
の
弁
護
士
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
】
定
の
資
格
を
有
し
、
法
律
事
務
に
従
事
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

を
業
と
す
る
者
を
い
い
、
弁
護
士
以
外
の
特
別
弁
護
人
な
ど
は
含
ま
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
。
弁
護
士
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
V

学
説
上
、
（
イ
）
本
条
に
い
う
弁
護
士
に
関
す
る
事
項
と
は
、
弁
護
士
に
関
す
る
一
切
の
事
項
を
い
う
説
と
（
ロ
V
職
業
選
択
の
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
保
障
の
関
係
か
む
弁
護
士
の
職
務
、
資
格
、
身
分
な
ど
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
法
律
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説
が
対
立

し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
（
ロ
）
説
が
通
説
で
あ
り
、
妥
当
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
、
規
則
制
定
権
を
裁
判
所
に
認
め
た
趣
旨
か
ら
、
弁
護
士
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の
訴
訟
活
動
に
関
す
る
事
項
を
意
味
し
、
弁
護
士
の
資
格
要
件
な
ど
は
含
ま
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
裁
判
所
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
o
）

専
門
性
や
独
立
性
と
は
無
関
係
で
あ
る
か
ら
、
規
則
事
項
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
実
際
に
、
弁
護
士
の
資
格
な
ど
に
つ
い
て
は
、

弁
護
士
法
が
定
め
て
い
る
。

　
③
「
裁
判
所
の
内
部
規
律
」
に
関
す
る
事
項
と
は
、
裁
判
所
内
部
の
事
務
処
理
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
V

執
務
時
問
、
裁
判
官
会
議
の
議
事
、
職
員
の
配
置
、
任
免
、
懲
戒
そ
の
他
分
限
に
関
す
る
事
項
な
ど
が
あ
る
。
裁
判
に
関
す
る
事
務

で
あ
る
限
り
は
、
「
訴
訟
に
関
す
る
手
続
」
に
関
す
る
事
項
と
も
重
複
す
る
。
ま
た
、
裁
判
に
関
す
る
事
務
に
限
ら
ず
、
法
律
に
よ
り

と
く
に
最
高
裁
判
所
ま
た
は
裁
判
官
の
権
限
と
さ
れ
た
も
の
の
処
理
に
関
す
る
定
め
も
、
裁
判
所
の
内
部
規
律
に
含
ま
れ
る
。
例
え

ば
、
皇
室
典
範
二
八
条
三
項
お
よ
び
三
〇
条
二
項
に
定
め
る
皇
室
会
議
議
員
と
予
備
議
員
を
最
高
裁
判
所
の
長
た
る
裁
判
官
以
外
の

裁
判
官
が
互
選
す
べ
き
と
す
る
手
続
は
、
裁
判
所
の
内
部
規
律
に
属
す
る
と
い
え
る
。
実
際
に
も
、
そ
の
手
続
は
、
「
裁
判
官
た
る
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

室
会
議
議
員
及
び
予
備
議
員
互
選
規
則
（
昭
和
一
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
三
号
）
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
④
「
司
法
事
務
処
理
」
に
関
す
る
事
項
と
は
、
裁
判
事
務
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
処
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項
、
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

事
務
の
分
配
、
代
理
の
順
序
、
事
件
番
号
の
つ
け
方
、
訴
訟
記
録
の
保
管
、
開
延
の
日
時
な
ど
で
あ
る
。

東洋法学

（
1
）

（
2
）

　
清
宮
四
郎
「
憲
法
1
」
〔
第
三
版
〕
、
四
三
六
頁
。
伊
藤
正
己
「
憲
法
」
第
三
版
、

廣
田
健
次
編
、
日
本
国
憲
法
、
一
九
九
六
年
、
二
一
八
頁
。

　
宮
沢
俊
義
「
全
訂
日
本
国
憲
法
」
、
芦
部
信
喜
補
訂
、
一
九
七
九
年
、
六
一
四
頁
。

一
九
九
五
年
、
六
七
七
頁
。
名
雪
健
二
「
裁
判
所
」
、

佐
藤
　
功
「
憲
法
」
（
下
）
〔
新
版
〕
、
九
八
四
頁
ー
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（
3
）

　 　 　 ハ 　　　　 　
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）　　）　　）　　）

九
八
五
頁
。
法
学
協
会
編
「
註
解
日
本
国
憲
法
」
下
巻
、
二
五
三
頁
。
山
本
浩
三
「
規
則
制
定
権
」
、
田
上
穣
二
編
、
体
系
憲
法
事
典
、

一
九
七
〇
年
、
六
一
四
頁
。

　
佐
藤
幸
治
「
憲
法
」
〔
第
三
版
〕
、
一
九
九
六
年
、
三
二
四
頁
。
浦
部
法
穂
「
第
七
七
条
」
、
樋
口
陽
一
・
佐
藤
幸
治
・
中
村
睦
男
・
浦

部
法
穂
共
著
、
注
釈
日
本
国
憲
法
下
巻
、
一
一
五
五
頁
－
一
一
五
六
頁
。
野
中
俊
彦
「
司
法
」
、
清
水
睦
・
吉
田
善
明
・
高
見
勝
利
・
鴨

野
幸
雄
・
野
中
俊
彦
・
中
川
　
剛
・
新
　
正
幸
著
、
憲
法
講
義
1
、
一
九
七
九
年
、
二
一
八
頁
。
名
雪
、
前
掲
「
裁
判
所
」
、
二
一
八
頁
ー

二
一
九
頁
。
同
「
最
高
裁
判
所
規
則
」
、
岩
問
昭
道
・
戸
波
江
二
編
、
憲
法
1
、
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
i
第
三
版
、
一
九
九
四
年
、
＝
二
七

頁
。　

宮
沢
、
前
掲
書
、
六
一
五
頁
。
た
だ
し
、
起
訴
前
の
捜
査
手
続
に
つ
い
て
は
訴
訟
に
関
す
る
手
続
事
項
に
含
ま
れ
る
と
す
る
が
、
刑
の

執
行
に
関
し
て
は
は
っ
き
り
と
述
べ
て
な
い
。

　
法
学
協
会
編
、
前
掲
書
、
一
一
五
三
頁
－
一
一
五
四
頁
。

　
浦
部
、
前
掲
「
第
七
七
条
」
、
二
五
六
頁
。

　
佐
藤
（
功
）
、
前
掲
書
、
九
八
九
頁
。

　
宮
沢
、
前
掲
書
、
六
一
五
頁
。

　
佐
藤
（
幸
）
、
前
掲
書
、
三
二
四
頁
。
杉
原
泰
雄
「
憲
法
H
」
、
一
九
八
九
年
、
三
八
四
頁
。
法
学
協
会
編
、
前
掲
書
、
一
一
五
四
頁
。

名
雪
、
前
掲
「
裁
判
所
」
、
二
一
九
頁
。
佐
藤
（
功
）
、
前
掲
書
、
九
八
九
頁
も
こ
の
立
場
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
「
弁
護
士
に
関
す
る

事
項
」
も
、
多
く
は
「
訴
訟
に
関
す
る
手
続
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
本
条
で
と
く
に
「
弁
護
士
に
関
す
る
事
項
」
を
掲
げ
た
意
味

は
そ
れ
ほ
ど
な
い
と
す
る
。

　
名
雪
、
前
掲
「
最
高
裁
判
所
規
則
」
、
ニ
ニ
七
頁
。

　
兼
子
　
一
・
竹
下
守
雄
「
裁
判
法
」
〔
第
三
版
〕
、
一
二
〇
頁
。

　
佐
藤
（
功
）
、
前
掲
書
、
九
八
九
百
↑
九
九
〇
頁
。
宮
沢
、
前
掲
書
、
六
一
六
頁
。

　
兼
子
・
竹
下
、
前
掲
書
、
一
二
〇
頁
。
法
学
協
会
編
、
前
掲
書
、
二
五
四
頁
。
な
お
、
佐
藤
（
功
）
、
前
掲
書
、
九
九
〇
頁
、
宮
沢
、
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前
掲
書
、
六
一
六
頁
、
杉
原
、
前
掲
書
、
三
八
四
頁
は
、
司
法
事
務
処
理
に
関
す
る
事
項
を
司
法
行
政
に
関
す
る
事
務
と
し
て
い
る
。

四
　
最
高
裁
判
所
規
則
と
法
律
と
の
関
係

⑭
　
規
則
事
項
と
法
律
事
項

東洋法学
　
憲
法
七
七
条
一
項
は
最
高
裁
判
所
規
則
の
所
管
事
項
と
し
て
四
つ
の
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
と
し
て
い
る
が
、
問
題
は
そ
れ
が
規

則
の
専
属
事
項
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
法
律
に
よ
っ
て
も
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

学
説
上
、
規
則
専
属
事
項
説
、
一
部
専
属
事
項
説
、
競
合
事
項
説
が
対
立
し
て
い
る
。

　
（
一
）
　
規
則
専
属
事
項
説
は
、
裁
判
所
の
自
主
性
お
よ
び
独
立
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
憲
法
七
七
条
一
項
所
定
の
事

項
は
最
高
裁
判
所
の
専
権
に
属
し
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
説
は
、
英
米
に
お
い
て
は
裁
判
所
規
則
制
定

権
の
実
績
が
顕
著
で
あ
り
、
わ
が
憲
法
制
定
の
状
況
か
ら
英
米
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
と
す
る
判
断
に
よ
り
、
英
米
法
に
造
詣
の
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

い
学
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
少
数
説
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
一
部
専
属
事
項
説
は
、
同
じ
よ
う
な
理
由
か
ら
、
憲
法
七
七
条
一
項
所
定
の
事
項
の
う
ち
一
部
の
事
項
は
規
則
の
専
属
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

項
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
内
部
規
律
事
項
と
司
法
事
務
処
理
事
項
に
つ
い
て
は
、
規
則
の
専
属
事
項
で
あ
る
。

　
（
三
）
　
競
合
事
項
説
は
、
憲
法
七
七
条
一
項
所
定
の
事
項
に
つ
い
て
は
法
律
で
も
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、

憲
法
は
国
会
を
唯
一
の
立
法
機
関
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
刑
事
手
続
の
基
本
的
構
造
や
被
告
人
の
重
要
な
利
益
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
は
法
律
で
規
定
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
下
級
裁
判
所
の
設
置
な
ど
司
法
権
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
法
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律
の
定
め
に
よ
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
憲
法
七
七
条
は
国
会
の
立
法
独
占
権
（
憲
法
四
一
条
）
に
対
す
る
例
外
を
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
い
な
が
ら
も
、
法
律
が
と
く
に
本
条
所
定
の
事
項
に
介
入
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
は
い
っ
て
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
学
説
は
対
立
し
て
い
る
が
、
憲
法
七
七
条
一
項
所
定
の
列
挙
事
項
を
法
律
に
よ
っ
て
も
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と

す
る
競
合
事
項
説
が
も
っ
と
も
妥
当
と
い
え
る
。
こ
れ
が
通
説
的
見
解
で
あ
る
。

　
判
例
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
高
裁
判
所
は
、
訴
訟
に
関
す
る
手
続
を
刑

事
訴
訟
法
で
定
め
る
こ
と
は
憲
法
七
七
条
違
反
で
あ
る
と
い
う
点
が
上
告
審
で
争
わ
れ
た
公
務
執
行
妨
害
事
件
で
、
「
…
…
法
律
に
よ

り
刑
事
手
続
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、

刑
事
訴
訟
法
が
適
憲
で
あ
る
こ
と
も
亦
お
の
づ
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
た
（
最
判
昭
和
三
〇
・

四
・
二
二
刑
集
九
巻
五
号
九
一
一
頁
）
。
ま
た
、
裁
判
官
分
限
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
官
の
懲
戒
は
裁
判
所
の
内
部
規
律
に
あ
た
る
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

規
則
事
項
と
解
す
べ
き
と
す
る
少
数
意
見
を
斥
け
、
裁
判
官
分
限
法
が
合
憲
で
あ
る
と
の
前
提
で
、
「
被
申
立
裁
判
官
四
名
が
…
…
な

し
た
行
為
は
、
最
高
裁
判
所
判
事
と
し
て
の
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
注
意
を
欠
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
法
第
四

九
条
に
い
わ
ゆ
る
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
た
も
の
に
あ
た
る
。
よ
っ
て
、
裁
判
官
分
限
法
第
二
条
を
適
用
し
過
料
を
選
択
し
て
主

文
の
通
り
決
定
す
る
」
と
判
示
し
た
（
最
大
決
昭
和
二
五
・
六
・
二
四
裁
時
六
一
号
六
頁
）
。
さ
ら
に
、
独
占
禁
止
法
八
五
条
三
号
の
規
定

が
憲
法
七
七
条
一
項
に
違
反
す
る
と
し
て
上
告
さ
れ
た
事
件
で
、
「
：
…
独
禁
法
八
九
条
か
ら
九
一
条
ま
で
の
事
件
に
係
る
訴
訟
の
第

一
審
の
裁
判
権
が
東
京
高
等
裁
判
所
の
属
す
る
こ
と
を
定
め
た
同
法
八
五
条
三
号
の
規
定
が
憲
法
七
七
条
一
項
に
違
反
す
る
も
の
で

な
い
こ
と
は
、
当
裁
判
所
の
前
記
大
法
廷
判
例
の
趣
旨
に
徴
し
て
明
ら
か
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
（
最
判
昭
和
五
九
・
二
・
二
四
刑
集
三

10



八
巻
四
号
一
二
八
七
頁
）
。
こ
れ
ら
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
判
例
は
競
合
事
項
説
に
立
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
下
級
審
の
裁

判
例
で
も
、
弁
護
士
法
に
関
し
て
、
憲
法
七
七
条
一
項
を
も
っ
て
、
弁
護
士
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
、
法
律
で
定
め
る
こ
と
を
禁
止

し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
弁
護
士
に
関
す
る
事
項
一
般
に
つ
い
て
定
め
た
弁
護
士
法
は
本
条
に
違
反
し
な
い
と
し
た
（
大

阪
高
判
平
成
一
・
二
・
二
八
判
タ
七
〇
三
号
二
三
五
頁
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
競
合
事
項
説
に
よ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
問
題
は
、
刑
事
手
続
に
つ
い
て
憲
法
三
一
条
が
法
律
で
定
め
る
こ
と
を
要

求
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
（
イ
）
刑
事
手
続
の
基
本

構
造
お
よ
び
被
告
人
の
重
要
な
利
益
に
関
す
る
事
項
は
法
律
で
定
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
規
則
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

手
続
の
技
術
的
・
細
目
的
事
項
で
あ
る
と
す
る
説
と
（
ロ
）
法
律
事
項
に
つ
い
て
も
法
律
で
規
定
さ
れ
な
い
限
り
、
規
則
で
定
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
説
と
が
対
立
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
学
説
の
う
ち
、
（
ロ
）
説
が
憲
法
七
七
条
の
趣
旨
に
合
致
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
は
、
規
則
事

項
を
な
ん
ら
の
留
保
も
な
く
掲
げ
て
い
る
以
上
、
一
般
的
に
規
則
が
そ
の
所
管
事
項
の
範
囲
内
で
法
律
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と

も
可
能
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

東洋法学

321
末
延
三
次
「
司
法
」
、
蟻
山
政
道
責
任
編
輯
、
新
憲
法
講
座
三
巻
、
一
九
四
七
年
、
四
六
〇
頁
。

佐
藤
幸
治
「
憲
法
」
〔
第
三
版
〕
、
三
二
四
頁
。

清
宮
四
郎
「
憲
法
1
」
〔
第
三
版
〕
、
四
三
六
頁
。
同
「
全
訂
憲
法
要
論
」
、
一
九
七
三
年
、
二
八
三
頁
。

宮
沢
俊
義
「
全
訂
日
本
国
憲
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最高裁判所の規則制定権

　
法
」
、
芦
部
信
喜
補
訂
、
六
一
九
頁
－
六
二
〇
頁
。
芦
部
信
喜
「
憲
法
」
新
版
、
一
九
九
七
年
、
三
一
六
頁
。
佐
藤
　
功
「
日
本
国
憲
法

　
概
説
」
、
全
訂
第
五
版
、
一
九
九
六
年
、
五
七
一
頁
。
林
　
修
三
「
憲
法
の
話
」
、
一
九
八
O
年
、
三
〇
六
頁
。
浦
部
法
穂
「
第
七
七
条
」
、

　
樋
口
陽
一
・
佐
藤
幸
治
・
中
村
睦
男
・
浦
部
法
穂
共
著
、
注
釈
日
本
国
憲
法
下
巻
、
二
六
〇
頁
。
同
［
新
版
］
「
憲
法
学
教
室
H
」
、
一

　
九
九
六
年
、
五
五
頁
。
同
「
裁
判
所
と
憲
法
訴
訟
」
、
佐
藤
幸
治
編
著
、
憲
法
1
、
一
九
八
六
年
、
三
〇
〇
頁
。
名
雪
健
二
「
裁
判
所
」
、

　
廣
田
健
次
編
、
日
本
国
憲
法
、
一
二
九
頁
。
同
「
最
高
裁
判
所
規
則
」
、
岩
間
昭
道
・
戸
波
江
二
編
、
憲
法
1
、
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
第

　
　
三
版
、
一
三
八
頁
。
同
「
法
律
で
規
則
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
ま
た
、
両
者
が
矛
盾
し
た
場
合
効
力
は
ど
う
な
る
か
」
、
名

　
雪
健
二
・
和
知
賢
太
郎
・
齋
藤
康
輝
共
著
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
憲
法
、
一
九
九
六
年
、
一
一
九
頁
。
な
お
、
樋
口
教
授
も
こ
の
立
場
で
あ
る
と

　
考
え
ら
れ
る
が
、
法
律
で
も
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
樋
口
陽
一
「
憲
法
」
一
九
九

　
　
二
年
、
三
九
五
頁
。
ま
た
、
戸
波
江
二
・
松
井
茂
記
・
安
念
潤
司
・
長
谷
部
恭
男
著
「
憲
法
（
1
）
」
、
一
九
九
二
年
、
一
三
四
頁
で
は
、

　
　
競
合
事
項
説
が
通
説
的
見
解
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
権
力
分
立
の
原
則
や
司
法
権
の
自
律
性
の
観
点
か
ら
み
て
妥
当
か
ど
う
か
疑
問
が

　
　
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
訴
訟
に
関
す
る
手
続
の
中
で
も
裁
判
所
固
有
の
権
限
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
部

　
　
分
に
つ
い
て
は
国
会
の
立
法
権
に
も
限
界
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

（
4
）
　
真
野
　
毅
裁
判
官
は
、
裁
判
官
の
懲
戒
は
裁
判
所
の
内
部
規
律
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
か
ら
、
規
則
事
項
に
属
す
る
と
の
反
対
意
見
を

　
　
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
…
…
憲
法
七
七
条
は
、
『
最
高
裁
判
所
は
、
…
…
裁
判
所
の
内
部
規
律
…
…
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
規
則
を

　
　
定
め
る
権
限
を
有
す
る
』
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
裁
判
所
の
内
部
規
律
に
関
す
る
事
項
の
中
に
は
、
裁
判
所
の
内
部
に
お
け
る
規
律
保
持

　
　
の
た
め
の
懲
戒
を
含
む
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
実
に
懲
戒
が
そ
の
内
部
規
律
の
中
核
を
な
す
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
。
…
…
だ
か
ら
、
懲
戒
に
関
す
る
事
項
は
最
高
裁
判
所
が
ル
ー
ル
を
も
っ
て
制
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
事
項
す
な
わ
ち
ル
ー
ル
事

　
　
項
で
あ
る
。
か
か
る
ル
ー
ル
事
項
は
、
憲
法
上
司
法
部
の
立
法
（
最
高
裁
判
所
規
則
）
す
べ
き
事
項
に
属
し
、
立
法
部
の
立
法
（
法
律
）

　
　
を
も
っ
て
し
て
も
…
…
侵
犯
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
領
域
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ル
ー
ル
事
項
を
侵
犯
し
て
い
る
法
律
（
例
え
ば
分
限
法
）

　
　
は
憲
法
違
反
で
あ
り
法
律
上
の
効
力
を
有
し
な
い
」
と
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
浦
田
賢
治
・
大
須
賀
明
編
「
日
本
国
憲
法
」
3
、
一

　
　
九
九
四
年
、
八
五
頁
。

12



（
5
）

（
6
）

　
法
学
協
会
編
「
註
解
日
本
国
憲
法
」
下
巻
、
一
一
五
三
頁
。
佐
藤
　
功
「
憲
法
」
下
〔
新
版
〕
、
九
八
六
頁
。
橋
本
公
亘
「
日
本
国
憲

法
」
、
六
三
四
頁
。

　
清
宮
四
郎
「
憲
法
1
」
〔
第
三
版
〕
、
四
三
六
頁
。
伊
藤
正
己
「
憲
法
」
第
三
版
、
六
七
七
頁
i
六
七
八
頁
。
芦
部
、
前
掲
書
、
三
一
六

頁
。
浦
部
、
前
掲
「
第
七
七
条
」
、
一
一
六
〇
頁
も
こ
の
立
場
に
あ
る
と
い
え
る
が
、
現
実
に
は
刑
事
訴
訟
法
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
議
論

す
る
実
益
は
あ
ま
り
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
。

⇔
　
最
高
裁
判
所
規
則
と
法
律
と
の
効
力
関
係

東洋法学
　
憲
法
七
七
条
一
項
所
定
の
事
項
に
つ
い
て
、
法
律
に
よ
っ
て
も
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
競
合
事
項
説
お
よ
び
一
部
専
属
事

項
説
を
と
る
と
、
競
合
関
係
を
生
ず
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
場
合
法
律
と
規
則
と
の
効
力
関
係
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

学
説
上
、
規
則
優
位
説
、
同
位
説
、
法
律
優
位
説
が
対
立
し
て
い
る
。

　
（
一
）
　
規
則
優
位
説
は
、
規
則
と
法
律
が
矛
盾
す
る
場
合
、
矛
盾
す
る
限
度
で
法
律
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て

は
、
憲
法
七
七
条
一
項
の
規
則
事
項
は
規
則
に
固
有
の
独
占
的
領
域
で
あ
り
、
法
律
に
規
則
を
排
除
す
る
優
越
的
効
力
を
認
め
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

裁
判
所
に
規
則
制
定
権
を
与
え
た
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
二
）
　
同
位
説
は
、
法
律
と
最
高
裁
判
所
規
則
も
形
式
的
効
力
に
お
い
て
等
し
い
も
の
で
あ
る
と
し
、
両
者
が
抵
触
す
る
と
き
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

「
後
法
は
前
法
を
廃
す
る
」
と
の
原
則
が
適
用
さ
れ
、
法
律
で
あ
れ
規
則
で
あ
れ
後
に
制
定
さ
れ
た
も
の
が
有
効
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
V

　
（
三
）
　
法
律
優
位
説
は
、
法
律
と
規
則
が
矛
盾
す
る
場
合
、
矛
盾
す
る
限
度
で
規
則
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
。

　
な
お
、
最
高
裁
判
所
自
身
の
訴
訟
手
続
や
事
務
処
理
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
に
完
全
な
自
主
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
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（
4
）

れ
に
関
し
て
は
法
律
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
所
の
内
部
規
律
事
項
や
司
法
事
務
処
理
事
項
に
関
し

て
は
、
仮
に
法
律
が
制
定
さ
れ
た
と
し
て
も
効
力
を
も
つ
の
は
規
則
で
あ
り
、
他
方
刑
事
手
続
の
基
本
原
理
・
構
造
と
い
っ
た
国
民

の
権
利
・
義
務
に
直
接
か
か
わ
る
事
項
に
つ
い
て
は
法
律
が
優
位
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
前
法
・
後
法
の
関
係
で
と
ら
え

　
　
　
　
　
　
（
5
V

る
べ
き
と
す
る
説
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
法
律
優
位
説
が
通
説
で
あ
る
。
国
会
は
最
高
機
関
で
あ
り
立
法
機
関
で
も
あ
る
の
で
、
そ
の
制
定
す
る
法
律
は
、

憲
法
に
つ
ぐ
形
式
的
効
力
を
も
つ
。
ま
た
、
法
律
は
規
則
と
比
べ
て
よ
り
民
主
的
な
手
続
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
み
て
、
国

会
の
定
め
る
法
律
は
、
規
則
に
優
先
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
判
例
は
、
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
高
裁
判
所
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
確
な
見
解
を
示

し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
最
高
裁
判
所
が
、
法
律
優
位
説
に
は
立
っ
て
は
い
な
い
と
思
わ
せ
る
事
例
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
昭
和

二
二
年
四
月
制
定
の
裁
判
所
法
一
〇
条
一
号
は
、
小
法
廷
で
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
一
つ
と
し
て
、
「
当
事
者
の
主
張
に

基
づ
い
て
法
律
、
命
令
、
規
則
又
は
処
分
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
判
断
す
る
と
き
」
と
規
定
し
、
昭
和
二
三
年
二
月

の
最
高
裁
判
所
裁
判
事
務
処
理
規
則
（
昭
二
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
六
号
）
九
条
の
規
定
も
そ
れ
を
前
提
と
し
て
作
ら
れ
て
い
た
。
最
高

裁
判
所
は
、
昭
和
二
三
年
四
月
に
当
該
規
則
九
条
を
改
正
し
、
「
裁
判
所
法
一
〇
条
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
意
見
が
前
に

そ
の
法
律
、
命
令
、
規
則
又
は
処
分
が
憲
法
に
適
合
す
る
と
し
た
大
法
廷
の
裁
判
と
同
じ
で
あ
る
と
き
は
、
二
項
及
び
三
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
小
法
廷
で
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
な
ど
の
規
定
を
追
加
し
た
。
こ
れ
は
、
最
高
裁
判
所
が
法
律
優
位
説
に
立
っ

て
い
な
い
と
考
え
さ
せ
る
の
に
十
分
な
も
の
と
い
え
た
。
そ
の
後
、
裁
判
所
法
一
〇
条
が
規
則
と
同
じ
趣
旨
に
改
正
さ
れ
た
の
で
、
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〔
6
）

法
律
と
規
則
と
の
抵
触
が
解
消
さ
れ
、
大
き
な
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　
な
お
、
憲
法
七
七
条
二
項
で
は
、
「
検
察
官
は
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
規
則
に
従
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

察
官
と
は
、
検
察
事
務
を
行
う
こ
と
を
本
来
の
職
務
と
す
る
公
務
員
を
い
い
、
検
察
事
務
と
は
、
刑
事
に
つ
い
て
捜
査
を
な
し
、
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

訴
の
提
起
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
こ
の
他
に
、
検
察
庁
法
四
条
で
は
、
検
察
官
は
「
裁
判
所
に
法
の
正
当
な
適
用
を
請
求
し
、
且
つ
、

裁
判
の
執
行
を
監
督
し
、
又
、
裁
判
所
の
権
限
に
属
す
る
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
も
職
務
上
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
に
、

通
知
を
求
め
、
又
は
意
見
を
述
べ
、
又
、
公
益
の
代
表
者
と
し
て
他
の
法
令
が
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
た
事
務
を
行
う
」
と
定
め
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
検
察
官
は
、
訴
訟
手
続
に
関
す
る
限
り
規
則
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
規
則
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

訴
訟
手
続
に
関
す
る
規
則
が
訴
訟
関
係
人
を
拘
束
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
検
察
官
も
そ
の
限
度
で
規
則
に
服
す
る
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
検
察
官
は
裁
判
所
と
は
違
っ
た
系
統
に
属
し
て
お
り
、
独
立
に
職
務
を
遂
行
す
る
公
務
員
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

か
ら
、
注
意
的
に
こ
う
し
た
規
定
を
設
け
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
検
察
官
は
、
最
高
裁
判
所
の
委
任
に
よ
っ
て
下
級
裁
判
所
の
定

め
た
規
則
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
本
条
二
項
は
、
裁
判
所
が
検
察
官
の
資
格
・
職
務
・
身
分
な
ど
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
o
）

る
事
項
の
す
べ
て
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
。

東洋法学

　 　 　321
高
柳
賢
三
「
規
則
制
定
権
と
裁
判
所
」
、
法
律
タ
イ
ム
ズ
ニ
巻
、
一
九
四
七
年
、
一
〇
二
頁
。

中
村
　
哲
「
日
本
国
憲
法
の
構
造
」
、
一
九
五
九
年
、
三
三
〇
頁
。

清
宮
四
郎
「
憲
法
1
」
〔
第
三
版
〕
、
四
三
七
頁
。
宮
沢
俊
義
「
全
訂
日
本
国
憲
法
」
、
芦
部
信
喜
補
訂
、

六
二
〇
頁
。
芦
部
信
喜
「
憲
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法
」
新
版
、
三
一
六
頁
。
法
学
協
会
編
「
註
解
日
本
国
憲
法
」
下
巻
、
二
五
五
頁
。
浦
部
法
穂
「
第
七
七
条
」
、
樋
口
陽
一
・
佐
藤
幸

治
・
中
村
睦
男
・
浦
部
法
穂
共
著
、
注
釈
日
本
国
憲
法
下
巻
、
一
一
六
一
頁
。
同
［
新
版
］
「
憲
法
学
教
室
H
」
、
五
六
頁
。
同
「
裁
判
所

と
憲
法
訴
訟
」
、
佐
藤
幸
治
編
著
、
憲
法
1
、
三
〇
〇
頁
。
佐
藤
　
功
「
憲
法
」
（
下
）
〔
新
版
〕
、
九
八
七
頁
。
同
「
日
本
国
憲
法
概
説
」
、

全
訂
第
五
版
、
五
七
一
頁
。
伊
藤
正
己
「
憲
法
」
第
三
版
、
六
七
八
頁
。
橋
本
公
亘
「
日
本
国
憲
法
」
、
六
三
五
頁
。
阿
部
照
哉
「
憲
法
」

〔
改
訂
〕
、
二
四
四
頁
。
和
田
英
夫
新
版
「
憲
法
体
系
」
、
一
九
八
二
年
、
三
四
六
頁
。
名
雪
健
二
「
裁
判
所
」
、
廣
田
健
次
編
、
日
本
国
憲

法
、
二
一
九
頁
。
同
「
最
高
裁
判
所
規
則
」
、
岩
間
昭
道
・
戸
波
江
二
編
、
憲
法
1
、
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
i
第
三
版
、
一
三
八
頁
。
同
「
法

律
で
規
則
制
定
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
ま
た
、
両
者
が
矛
盾
し
た
場
合
効
力
は
ど
う
な
る
か
」
、
名
雪
健
二
・
和
知
賢
太
郎

・
齋
藤
康
輝
共
著
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
憲
法
、
一
一
九
頁
。

　
兼
子
　
一
・
竹
下
守
夫
「
裁
判
法
」
〔
第
三
版
〕
、
一
二
五
頁
、
一
五
四
頁
。
な
お
、
杉
原
教
授
は
、
訴
訟
に
関
す
る
手
続
と
弁
護
士
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
法
律
が
優
位
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
が
、
内
部
規
律
と
司
法
事
務
処
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

は
司
法
権
の
独
立
の
観
点
か
ら
、
規
則
の
専
属
事
項
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
の
で
、
前
二
者
と
同
じ
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

さ
れ
る
。
杉
原
泰
雄
「
憲
法
H
」
、
三
八
四
頁
－
三
八
五
頁
。

　
佐
藤
幸
治
「
憲
法
」
〔
第
三
版
〕
、
三
二
五
頁
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
は
い
ま
だ
み
あ
た
ら
な
い
が
、
た
だ
、
旧
刑
事
訴
訟
法
三
五
三
条
に
基
づ
か
ず
、
刑

事
訴
訟
規
則
施
行
規
則
三
条
三
項
を
引
用
し
て
公
判
手
続
に
関
し
て
審
理
の
更
新
手
続
を
し
な
か
っ
た
裁
判
所
に
対
し
て
、
再
上
告
人

側
が
当
該
規
則
は
旧
刑
事
訴
訟
法
に
違
反
し
て
無
効
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
再
上
告
し
た
事
例
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
沢
田
竹
治

郎
裁
判
官
は
、
そ
の
少
数
意
見
に
お
い
て
、
「
憲
法
は
…
…
こ
の
最
高
裁
判
所
の
制
定
す
る
規
則
に
限
っ
て
、
そ
の
形
式
的
効
力
が
法
律

に
優
位
す
る
と
か
法
律
に
同
位
す
る
と
か
の
趣
旨
を
特
に
認
め
た
規
定
を
設
け
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
法
律
や
政
令
の
制
定
に
関

す
る
形
式
上
の
手
続
に
つ
い
て
の
憲
法
の
規
定
を
一
般
規
則
と
こ
と
な
り
特
に
最
高
裁
判
所
の
規
則
だ
け
に
適
用
す
る
こ
と
を
認
め
た

規
定
も
定
め
て
い
な
い
し
、
憲
法
四
一
条
の
規
定
か
ら
明
か
で
あ
る
よ
う
に
、
規
則
を
定
め
る
最
高
裁
判
所
の
国
家
機
関
と
し
て
の
地
位

は
法
律
を
定
め
る
国
会
の
国
家
機
関
と
し
て
の
地
位
に
次
ぐ
も
の
と
見
る
べ
き
こ
と
等
に
鑑
み
て
、
訴
訟
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
の
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法
律
と
規
則
と
の
形
式
的
効
力
に
も
法
律
は
規
則
に
優
位
す
る
と
の
憲
法
上
の
一
般
原
則
が
適
用
さ
れ
、
訴
訟
に
関
す
る
手
続
に
つ
い

て
法
律
と
そ
の
内
容
に
お
い
て
矛
盾
抵
触
す
る
規
則
は
そ
の
法
律
に
よ
っ
て
改
廃
さ
れ
る
が
そ
の
法
律
を
改
廃
し
得
な
い
も
の
と
す
る

憲
法
の
精
神
だ
と
解
す
る
の
外
は
な
い
。
さ
れ
ば
、
憲
法
七
七
条
は
国
会
が
訴
訟
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
定
め
た
法
律
と
そ
の
内
容
に

お
い
て
矛
盾
す
る
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
を
最
高
裁
判
所
に
許
さ
な
い
し
、
最
高
裁
判
所
が
訴
訟
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
定
め
た
規

則
と
そ
の
内
容
に
お
い
て
矛
盾
す
る
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
を
国
会
に
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
た
。
し
か
し
、
多
数
意
見
は
、

「
…
…
憲
法
七
七
条
は
『
最
高
裁
判
所
は
、
訴
訟
に
関
す
る
手
続
…
…
に
つ
い
て
規
則
を
定
め
る
権
限
を
有
す
る
』
と
あ
っ
て
、
規
則
施

行
規
則
三
条
三
号
は
右
権
限
の
範
囲
内
に
属
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
右
条
項
は
前
記
の
通
り
直
接
に
は
刑
訴
施
行
法

一
三
条
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
法
律
に
よ
っ
て
委
任
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
…
…
『
国
民
の
関
与
な
し
に
裁
判
所
の
み

に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
』
た
も
の
で
は
な
く
…
…
『
法
律
と
規
則
と
が
競
合
す
る
場
合
』
で
な
い
。
す
な
わ
ち
本
件
原
判
決
は
憲
法
七
七
条

に
反
」
し
な
い
と
し
て
再
上
告
を
棄
却
し
た
（
最
大
判
昭
和
二
五
・
一
〇
・
二
五
刑
集
四
巻
一
〇
号
一
二
五
一
頁
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

浦
田
賢
治
・
大
須
賀
明
編
「
日
本
国
憲
法
」
3
、
八
八
頁
ー
八
九
頁
。

　
検
察
官
と
は
総
括
的
名
称
で
あ
り
、
検
察
庁
法
三
条
に
よ
る
と
、
検
察
官
は
、
そ
れ
ぞ
れ
検
事
総
長
、
次
長
検
事
、
検
事
長
、
検
事
、

副
検
事
に
区
別
さ
れ
る
。

　
佐
藤
（
功
）
、
前
掲
書
、
九
九
一
頁
。

　
法
学
協
会
編
、
前
掲
書
、
二
五
五
頁
。

　
佐
藤
（
功
）
、
前
掲
書
、
九
九
二
頁
。

東洋法学
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